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○杏林大学学位規程 

 

制定 昭和５１年 ４月 １日             
改正 昭和５７年１１月 １日 昭和５９年 ４月 １日 

昭和６１年 ３月１８日 平成 ３年 １月３０日 
平成 ３年 ９月２５日 平成 ４年１０月２６日 
平成 ５年１０月２７日 平成 ７年 ３月１６日 
平成 ７年 ９月２８日 平成１４年 ２月１８日 
平成１５年１２月 ５日 平成１８年 ３月２９日 
平成１８年 ５月２９日 平成１８年１２月 ８日 
平成１９年 ３月１２日 平成２０年 ３月２８日 
平成２０年 ５月２９日 平成２１年 １月１９日 
平成２１年１２月 ３日 平成２２年 ３月１５日 
平成２２年１２月 ３日 平成２３年１０月 １日 

  平成２４年１２月 ７日 平成２５年 ５月２４日 
平成２８年１０月１７日 平成３０年 ３月２８日 
平成３０年１２月 ７日 令和 ３年１２月 ３日 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、学位規則（昭和２８年文部省令第９号）第１３条の規定に基づ

き、杏林大学（以下「本学」という。）において授与する学位について必要な事項

を定めることを目的とする。 

 （学位の名称） 

第２条 本学において授与する学位の名称は次のとおりとする。 

１ 学士 

医学部                学士（医学） 

保健学部 

 臨床検査技術学科          学士（保健衛生学） 

 健康福祉学科            学士（保健衛生学） 

看護学科              学士（看護学） 

 臨床工学科             学士（臨床工学） 

 救急救命学科            学士（救急救命学） 

 理学療法学科            学士（理学療法学） 

 作業療法学科            学士（作業療法学） 

 診療放射線技術学科         学士（診療放射線学） 

 臨床心理学科          学士（臨床心理学） 

総合政策学部 

総合政策学科            学士（総合政策学） 

企業経営学科            学士（企業経営学） 

外国語学部 

英語学科              学士（文学） 

中国語学科             学士（中国語コミュニケーション学） 

観光交流文化学科          学士（観光交流文化学） 
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２ 修士 

保健学研究科      

 保健学専攻             修士（保健学） 

 看護学専攻             修士（看護学） 

 臨床心理学専攻           修士（臨床心理学） 

国際協力研究科 

国際開発専攻            修士（開発学） 

    国際医療協力専攻          修士（国際医療協力） 

    グローバル・コミュニケーション専攻 修士（学術） 

３ 博士 

医学研究科              博士（医学） 

保健学研究科            

 保健学専攻             博士（保健学）  

 看護学専攻             博士（看護学）   

国際協力研究科            博士（学術） 

 （学士の要件） 

第３条 学士の学位は、本学学則第３９条に基づき、学部卒業の認定をうけた者に授

与する。 

 （修士の授与要件） 

第４条 修士の学位は、大学院博士前期課程を修了した者に授与する。 

 （課程修了による博士の授与要件） 

第５条 博士の学位は、大学院博士課程を修了した者に授与する。 

 （論文提出による博士の授与要件） 

第６条 博士の学位は、前条に規定する者のほか研究科委員会の承認を得て学位論文

を提出して論文の審査に合格し、かつ大学院博士課程の修了者と同等以上の学力が

あることを確認（以下「学力の確認」という。）された者に授与する。 

 （学力の確認の特例） 

第７条 大学院博士課程における教育課程を終え、学位論文を提出しないで退学した

者のうち、退学の日から起算して２年以内に論文による博士の学位を申請した者の

学力の確認は、研究科委員会が適当と認めた場合に一部若しくはすべてを行わない

ことができる。 

２ 研究科委員会が認めた場合には業績及び経歴の審査を以て学力の確認の一部若し

くはすべてに代えることができる。 

 （課程による学位の申請） 

第８条 第４条の規定に基づき修士の学位を申請する者は、在学期間中に学位論文２

部を指導教授を通じて当該研究科長を経て学長に提出するものとする。 

２ 前項の場合において、当該課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課

題についての研究の成果の審査をもって、学位論文の審査に代えることができる。 

３ 第５条の規定に基づき博士の学位を申請する者は、在学期間中に主科目担当の指

導教授の指示する時期までに論文並びに論文審査手数料を添えて、研究科長を経て
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学長に提出するものとする。 

 （論文提出による学位の申請） 

第９条 第６条の規定に基づき博士の学位を申請する者は、論文のほかに別紙様式第

１による学位申請書及び本人の履歴書・論文目録を学長に提出し、別に定める論文

審査手数料を納付しなければならない。 

２ 審査のため必要があるときは、論文の訳文、標型又は標本等を提出させることが

ある。 

 （審査の付託） 

第１０条 学長は学位論文を受理したときは当該研究科委員会にその審査を付託する

ものとする。 

 （審査委員の選出） 

第１１条 前条の審査を付託された研究科委員会は、当該研究科委員会委員３人以上

からなる審査委員を選出するものとする。 

２ 審査には必要に応じ、前項の審査委員以外の他の大学院又は研究所等の教員等（学

外審査委員という。）又は本学大学院専任教員をもってあてることができる。 

３ 審査委員の選出は、前項の学外審査委員等の積極的な登用などにより、審査に係

る透明性・客観性を確保するよう努めなければならない。 

 （教員等の責務） 

第１１条の２ 審査に関わる教員等は、法令その他本学が定める諸規程を遵守するこ

とはもとより、高い倫理観と社会的良識を持って、公正かつ誠実な職務の遂行を行

うこととする。 

（公開発表会） 

第１１条の３ 当該研究科長は、審査に当たり、公開発表会を開催しなければならな

い。 

２ 当該研究科長は、前項の公開発表会に係る日程等を開催日程通知（別紙様式第６）

により学長に報告するものとする。 

３ 当該研究科長は、公開発表会開催日の１週間前までに開催日程を論文申請者に通

知するとともに公示しなければならない。 

４ 審査委員は、公開発表会に出席しなければならない。  

（通報・相談窓口の設置） 

第１１条の４ 審査に係る不正等の本学内外からの通報（告発）を受け付ける窓口を

大学事務部に設置する。 

２ 審査に係る相談窓口を各研究科事務部に設置する。 

３ 通報・相談窓口の設置については、関係者に周知しなければならない。 

（調査委員会の設置） 

第１１条の５ 学長は、通報等により、不正等が疑われる情報を知り得たときは、速

やかに調査委員会を設置して事実関係を調査しなければならない。 

２ 調査委員会の委員は次の中から学長が指名する。 

 （１）学長が指名する研究科長 

（２）不正が疑われる教員の所属する学部長又は研究科長 
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（３）不正が疑われる教員の所属学部又は研究科以外の教授 ２名 

（４）事務局長 

（５）大学事務部長 

（６）その他特に必要と認められる者 若干名 

３ 調査委員会の委員長は、前項第１号により指名された研究科長をもって充てる。 

（調査結果の公表） 

第１１条の６ 調査委員会の委員長は、調査が完了したときは報告書を作成し、関連

資料を添えて速やかに学長に報告しなければならない。 

２ 前項の報告書は、教員が事実として認めたものでなければ、提出してはならない。 

３ 学長は、報告書に基づき、速やかに調査結果を公表しなければならない。 

 （審査、試験及び試問） 

第１２条 審査委員は論文の審査、試験及び試問の施行に当る。 

２ 最終試験は、論文を中心として、これに関連のある科目について口頭又は筆記に

より行う。 

３ 第９条により学位を申請した者に対する試問は口頭及び筆記とし、外国語につい

ては１ヵ国語を課することを原則とする。 

 （審査期間） 

第１３条 前条に規定する論文の審査、試験及び試問は論文が受理された後できるだ

けすみやかに終了しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、当該研

究科委員会の議を経て、その期間を１年以内に限り延長することができる。 

２ 保健学研究科及び国際協力研究科における修士論文の審査及び試験は在学期間中

に終了しなければならない。 

 （審査委員の報告） 

第１４条 審査委員は論文の審査、試験及び試問を終了したときは、直ちに論文審査

の要旨、試験及び試問の結果の要旨並びに成績を文書で当該研究科委員会に報告し

なければならない。 

 （研究科委員会の審議） 

第１５条 前条の報告を受けた研究科委員会は審議のうえ、学位を授与すべきか否か

を議決する。 

２ 前項の審議を行うための研究科委員会は、海外出張中又は休職中の者を除き研究

科委員会委員の３分の２以上の出席を必要とする。 

３ 第１項の議決をするには、出席委員の３分の２以上の同意を必要とする。 

 （学長への審議結果の報告） 

第１６条 前条の研究科委員会の審議結果を、研究科長は、文書により学長に報告し

なければならない。 

 （学位の授与） 

第１７条 学長は前条の報告に基づいて、学位を授与すべき者には所定の学位記を授

与する。 

２ 学位記は別紙様式第２、様式第３、様式第４及び様式第５による。 

３ 学位は、学位授与原簿に登載する。 
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 （文部科学大臣への報告） 

第１８条 本学において博士の学位を授与したときは、学長は、授与した日から３月

以内にこれをインターネットの利用により文部科学大臣に報告する。 

 （学位論文の要旨及び審査の要旨の公表） 

第１９条 本学は、博士の学位を授与した日から３月以内に、学位の授与に係る論文

の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。 

 （論文の公表） 

第２０条 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から１年以内に、学位

の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与さ

れる前に、すでに論文を公表しているときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由があ

る場合には、本学の承認を受けて、学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容

を要約したものを公表することができる。この場合、本学は、求めに応じてその論

文の全文を閲覧に供するものとする。 

３ 前２項の規定による学位論文の公表は、インターネットの利用により行うものと

する。 

 （学位の称号） 

第２１条 本学で学位を授与された者が、学位の称号を用いるときは「杏林大学」と

明記しなければならない。 

 （学位授与の取消） 

第２２条 学位を授与された者に、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明

したときは、学長は、当該研究科委員会並びに大学院委員会の議を経て、学位の授

与を取消し、学位記を還付させるとともに、その旨を公表する。 

２ 当該研究科委員会において、前項の議決を行う場合は、第１５条第２項及び第３

項の規定を準用する。 

 

   附 則 

 この規程は、昭和５１年 ４月 １日より施行する。 

附 則 

 この規程は、昭和５７年１１月 １日より施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和５９年 ４月 １日より施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和６１年 ４月 １日より施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ３年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ３年１０月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ５年 ４月 １日から施行する。ただし、第１２条第３項の規
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定は、平成 ４年１１月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ６年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ７年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 ８年 １月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１４年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１６年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１８年 ６月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２１年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２０年 ６月 １日から施行する。ただし、第２条第１項中、保

健学部理学療法学科 学士（理学療法学）については、平成２１年 ４月 １日から

施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２１年 ３月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２２年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２３年１０月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規程による改正後の第１９条の規定は、平成２５年４月１日以降に博士の学

位を授与した場合に適用し、平成２５年３月３１日までに博士の学位を授与した場

合は、改正前の規程を適用する。 

３ この規程による改正後の第２０条の規定は、平成２５年４月１日以降に博士の学

位を授与された者について適用し、平成２５年３月３１日までに博士の学位を授与

された者については、改正前の規程を適用する。 

附 則 

 この規程は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の第２条の規定は、平成３１年４月１日以降の入学生に適

用し、平成３０年９月１５日以前の入学生については、改正前の規程を適用する。 

附 則 

 この規程は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 
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別紙様式第１ 

 

年   月   日   

 

杏林大学長      殿 

 

 

申請者 氏名        ㊞   

 

 

 

学  位  申  請  書 

 

貴学学位規程第９条第  項の規定により、論文に論文要旨、履歴書 

及び所定の論文審査手数料を添えて博士の学位の授与を申請いたしま 

す。 

 

 

 

 

別紙様式第２ 

博甲 第     号   

 

学     位     記 

 

氏  名 

生年月日 

 

杏林大学大学院   学研究科博士課程において     学専攻の 

所定単位を修得し学位論文の審査及び最終試験に合格した よって博士 

（      ）の学位を授与する 

 

年   月   日 

杏林大学大学院 学研究科長  ㊞ 

杏  林  大  学  長  ㊞ 

 

 

杏林 

大学 
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別紙様式第３ 

博乙 第     号   

 

学     位     記 

 

氏  名 

生年月日 

 

杏林大学に博士（   ）の学位論文を提出し所定の審査及び試験に 

合格した よって博士（   ）の学位を授与する 

 

 

年   月   日 

杏林大学大学院 学研究科長  ㊞ 

杏  林  大  学  長  ㊞ 

 

 

 

別紙様式第４ 

修 第     号   

 

学     位     記 

 

氏  名 

生年月日 

 

杏林大学大学院   学研究科博士前期課程において所定の単位を修 

得し学位論文の審査及び最終試験に合格した よって修士（   ）の 

学位を授与する 

 

年   月   日 

杏林大学大学院 学研究科長  ㊞ 

杏  林  大  学  長  ㊞ 

 

 

杏林 

大学 

杏林 

大学 
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別紙様式第５ 

 

第     号    

 

学     位     記 

 

氏  名 

年  月  日生 

 

杏林大学学則に定める    学部    学科所定の課程を修め本 

学を卒業したので学士（    ）の学位を授与する 

 

 

年   月   日 

杏林大学     学部長   ㊞ 

杏林大学長          ㊞ 

 

 

 

別紙様式第６ 

 

           公開発表会開催日程通知  

 

                       平成  年  月  日 

 杏林大学長    殿 

 

                         研究科長名   ㊞ 

 

  申請者氏名 

 

  上記の者の論文審査のための公開発表会を、下記のとおり実施します。 

 

                 記 

 

  １ 日 時  平成  年  月  日  時  分から 

 

  ２ 場 所   

 

 

杏林 

大学 


